
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-NEXI  

2016 年 10 月号  

 

 

➠特集 

第41回中東協力現地会議に参加して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

 

 

➠カントリーレビュー 

ドミニカ国、バルバドスなど 7 カ国・地域の国カテゴリーを変更 

～NEXI が独自に設定する国・地域のカテゴリー見直しについて～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

 

 

 

➠NEXI ニュース 

キューバ共和国に対する債務救済措置について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

コーポレートガバナンス部の新設について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 

発行元 

発行・編集 独立行政法人日本貿易保険（NEXI） 

企画室 

 



 

 

1 e-NEXI （2016 年 10 月号） 

1 

第41回中東協力現地会議に参加して 

独立行政法人 日本貿易保険 

審査部 カントリーリスクグループ 

 

2016 年 9 月 25 日（日）～26 日（月）に（財）中東協力センターが主催する第 41 回中東協力現地

会議に参加する機会を得た。本稿では同会議について、簡単に紹介したい。 

 

１．中東協力現地会議について 

中東協力現地会議は主に中東に駐在する日本企業の駐在員と日本から参加する政府機関、企

業、その他関連団体の中東担当者が一堂に会し、中東の政治経済情勢やビジネス環境を報告、そ

して議論する場として、毎年開催されている。第 1 回の会議が 1976 年にトルコのイスタンブールで開催

されてから、今年は第 41回目の開催を数える。今回は中東地域のハブとして成長の著しいアラブ首長

国連邦のドバイでの開催となった。 

 

２. 第 41 回中東協力現地会議の様子 

本会議の副題は「低下した油価と変わる中東情勢－それを踏まえた日本の戦略－」と設定され、

本会議では低油価における中東諸国の政治経済状況やビジネス環境に焦点が当てられた。 

 

歳入の多くを石油収入に依存する産油国は、供給過剰による油価の低迷により、大幅な財政収

支の悪化に直面していることが指摘された。財政赤字拡大を受けて、これらの国はガソリン、電気、水

道料金に対する補助金の削減等の財政調整策を行っており、国によっては VAT の導入も進めていく

だろうとのことであった。 

今後の油価の見通しについては、米国など非 OPEC 諸国の生産量が拡大する中、OPEC 諸国が

市場シェアを守ろうと、生産量を維持することから、供給が過剰になり、今後も低迷傾向が続くとのこと

であった。しかしながら、油価下落でシェールオイルの生産量が抑制されることもあり、将来的には 60 ド

ル～80 ドル／バレルまで、油価が回復する可能性があることも指摘された。 

政治状況については、国家の枠を超えて、地域という枠組みでの中東情勢の分析が行われた。

GCC 諸国の関与により、サウジアラビアとイランの代理戦争から、「アラブ対ペルシャ」という対立軸に発

展しつつあるイエメン内戦や既存の国家・国境という枠組みを超え、勢力を広げたイスラーム国の台頭

は近年の代表的な事例として言及された。 

 

個別の国については、次の報告が行われた。 

(1)サウジアラビア 

・サルマン氏が国王に就任してから、実子であるムハンマド・ビン・サルマン副皇太子に権限が集中。

副皇太子は経済改革の一環として、サウジビジョン 2030を主導し、更に求心力を高めている。 

・同ビジョンに則って、アラムコの一部株式が新規株式公開される予定である。同国政府は新規
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株式公開で得た資金で政府系ファンドを 2 兆ドル規模に拡大させる計画を立てている（原資

は 6,000 億ドルの同国政府資産）。 

・軍事支援という形で、同国は安全保障を米国に依存しているが、近年、米国への依存から脱

却する動きが見られる。例えば、イエメン内戦介入を主導するなど、同国主導の安全保障に

軸足を移しつつある。 

・同国政府はサウジアラビア人の雇用を拡大させようと、「サウダイゼーション」を推進し、一定の同

国人を雇用するよう義務づけている。 

(2)イラン 

・ドル決済の禁止など、同国に対する制裁はすべて解除されたわけではないが、本邦企業が同

国市場に進出する余地は増加。 

・本邦企業は経済制裁下でも、自動車、医療機器、鉄鋼製品の取引などのビジネスを継続し

ていた。同国のインフラは制裁で老朽化が進んでおり、今後、製油所や都市交通の整備で本

邦企業の商機がある。 

(3)トルコ 

・2016年 7月 15日に発生したクーデター未遂事件の後、同国では非常事態宣言が発令された。

これにより同国の大統領権限はより強化される方向に向かうと見られる。 

・クーデター未遂直後、経済はほとんど混乱が見られなかったが、クーデター未遂事件もあったこと

から、同国政府は日本企業に対して、同国への投資を継続して貰おうと、政府要人との対話

の機会を設けて、積極的に動いている。またトルコ大使館を通して、最新の経済情報を提供

するよう努めている。 

 

上記の国以外にもエジプト、カタールなどが取り上げられた。参加者は積極的に報告内容に対して、

コメントや質問を行い、中東地域に高い関心があることが伺われた。 

 

３. 終わりに 

本会議に参加したことで、中東情勢に関する政治経済情報の収集ができ、本邦企業の中東地域

における取り組み、熱意を感じ取れた。引き続き、NEXI としては中東地域の情報を積極的に収集し、

これをプロジェクトにおけるリスク評価に活用することで、本邦企業が中東地域でのビジネスを円滑に行

うことができるよう、サポートしていきたい。 
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写真：第 41 回中東協力現地会議の様子 

会議場内部の様子 パネリストはこちらに登壇 

  

（2016 年 10 月 14 日記） 
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ドミニカ国、バルバドスなど 7 カ国・地域の国カテゴリーを変更 

～NEXI が独自に設定する国・地域のカテゴリー見直しについて～ 

 

e-NEXI（2016 年 5 月号）において解説したとおり、NEXI はカントリーリスク管理のひとつの方法とし

て、各国・地域に国カテゴリーを設定している。カントリーリスクの度合いに応じて、各国・地域を A～

H の 8 段階に格付けを行っている（H に向かうほど、カントリーリスクは高くなる）。現在、NEXI は海外

領土などを含め、全 225ヶ国・地域に対して国カテゴリーを設定しており、このうち 142ヶ国の国カテゴ

リーは、OECDカントリーリスク専門家会合（CRE）における格付けの結果に基本的に準拠している。1 

他方、残りの 83 ヶ国については、高所得の OECD 加盟国、高所得の EU 加盟国、及び島嶼国

などの経済規模の小さい国・地域は上記 CRE 会合の議論の対象となっていないことから、NEXI が

独自に国カテゴリーを設定している。 

 この度、NEXIでは独自に国カテゴリーを設定している 83カ国・地域について、国カテゴリーの見直し

を行った。見直しの結果、今年度は次の 7 カ国・地域の国カテゴリーの変更を行うこととなった。2 

 

＜格上げ＞ 

国・地域 変更前 変更後 

ラトビア D C 

サンピエール島・ミクロン島(仏) D C 

セント・マーチン（蘭） E D 

 

＜格下げ＞ 

国・地域 変更前 変更後 

サンマリノ C D 

バルバドス G H 

ドミニカ国 G H 

トンガ G H 

 

本稿では、まず NEXI 独自の国カテゴリーの設定について簡単に解説を行い、その後、国カテゴリー

の変更が行われた 7 ヶ国のうち、日本との取引が比較的多い“ドミニカ国”と“バルバドス”の政治・経

済状況を概観することとする。 

                                              
1 国カテゴリー、OECD カントリーリスク専門家（CRE）会合などについて詳細は、e-NEXI（2016 年 5 月号）を参照。 

2 2016 年 9 月 6 日に実施。次の URL を参照。http://nexi.go.jp/topics/cover/2016082402.html 
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１．NEXI 独自の国カテゴリーの設定について  

 OECD CRE 会合で議論の対象となっていない国（83 ヶ国）については、NEXI は毎年 1 回、9

月～10 月にかけて独自に国カテゴリーの見直しを行っており、この結果を NEXI の HP で公表して

いる。3見直しでは、(1)「外部格付け」4、(2)「政治・経済の現状および見通し」、(3)「その他」の３

つの情報を活用している。(2)については、NEXI では IMF・世銀情報などをよく利用している。IMF

の国レポートは広範囲の国をカバーしており、有益な情報を与えてくれる 5。「その他の情報」につ

いては、パリクラブ 6での議論などを利用している。 

 上記の３つの情報を基に、一定の方法で、各国・地域の国カテゴリーを A～H の 8 段階に分類

している。分類方法は複雑であるため、紙面の都合から、ここでは割愛することとしたいが、考慮

している点をいくつか簡単に紹介したい。 

 

①海外自治領の国カテゴリー 

 ある海外自治領が本国の憲法などに基づき、(a)本国の一部を構成している、(b)本国が無条

件で全ての公的債務の保証を行う、(c)本国と同一の為替制度を用いている、および(d)本国か

ら独立の動きがないということが確認できる場合には、本国と同一の国カテゴリーを付与している。

例えば、NEXIは、マディラ諸島はこれに該当すると考え、ポルトガル本土と同じカテゴリーCを付与

している。 

 

②EU 加盟国で、通貨ユーロを用いている国のカテゴリー 

仮に政府の返済リスク（ソブリン・リスク）が高まったとしても、これらの国では、欧州中央銀行制

度下にあるため、外貨交換・海外送金リスクはソブリン・リスクと同じ水準になるとは限らない。概

念上、国カテゴリーが反映しているのはソブリン・リスクではなく、外貨交換・海外送金リスクである

ので 7、NEXI はこれらの国のカテゴリーを考える際には、ソブリン・リスクではなく、外貨交換・海外

送金リスクに注意して、分類を行っている。例えば、昨年、政府のデフォルトが懸念されたギリシャ

については、上記の点を考慮して、国カテゴリーの設定・見直しを行っている。8 

 

 

 

                                              
3 脚注 2 を参照。 

4 Moody’s 社、S&P 社、Fitch 社などの外部格付けを参考にしている。 

5 http://www.imf.org/external/country/index.htm などを参照。 

6 パリクラブについては次の URL などを参照。http://nexi.go.jp/glossary/detail/002862.html 

7 詳しくは、e-NEXI（2016 年 5 月号）を参照。 

8 2015 年、同国では政府のデフォルトが懸念されたが、NEXI は国カテゴリーを引き下げることなく、F のカテゴリーを維持した

（現在の国カテゴリーは F）。 

http://www.imf.org/external/country/index.htm
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２．ドミニカ国（G ⇒H へ格下げ）  

 債務負担が増大し、債務再編を選択9 

 

(1)2015 年 8 月のハリケーン「エリカ」よる被害 

ドミニカ国はカリブ海の東部に位置する小さな火山島国家で、奄美大島ほどの面積に約 7 万人

が居住している。1978 年に英国から独立。主な産業はバナナ、柑橘類などの農業と農産物加工、

石けんなどの製造業に加え、近年、美しい自然生かしたエコツーリストなどの観光業も発展している。

GDP の 70%は観光などのサービス業によって占められているが、労働人口の 3 分の１は、バナナ生産

関連の仕事に従事している。 

同国の一人当たりの GDP は 10,500 ドルと比較的高いものの、カリブの他の島嶼国と同様に、国

際商品価格や世界経済の動向に大きく影響を受け、自然災害が頻発するという脆弱な経済構造

を有している。かかる構造であるため、毎年、同国の経常収支は対 GDP 比の 10%を超える赤字が

発生し、国際機関等からの借入を増やしたことから、2010 年以降、公的債務は拡大傾向にある

（2010 年：公的債務の対 GDP 比 68.9% → 2014 年同 83.9%）。 

このような中、2015 年 8 月、ハリケーン「エリカ」が直撃し、ドミニカ国は人命、インフラ、農業等に甚大

な被害を受けた。損害総額はＧＤＰの 96%に達し、復興に要するコストは GDPの 65%に上ると試算された。

これまでドミニカ国に来襲したハリケーンの中でも最大級の被害をもたらすものとなった。 

これに対し、ＩＭＦは 2015 年 10 月に 8.7 百万ドルの緊急財政支援（RCF）を実施し、世銀、ドナー

国なども具体的な支援をコミットした。今年4月に現地調査を行った IMFミッションによれば、援助資金等

により、国際空港や交通インフラの復興が進み、観光客数が回復しつつある。一方、農業や製造業につ

いては土壌の改良、工場再建などを行う必要があることから回復にはまだ時間がかかると見られている。

2015年の経済成長は▲3.9%で、2016年については復興需要が下支えして 1.3%のプラス成長となる見込

                                              
9 本稿のドミニカ国とバルバドスの記事について、意見や考え方に関する部分は筆者個人としての見解を示すものであり、

日本貿易保険（NEXI）として公式見解を示すものではありません。尚、信頼できると判断した情報等に基づいて作成され

ていますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。 

 

＜ポイント＞  

・昨年 8 月、ハリケーン「エリカ」がドミニカ国を直撃し、同国経済は深刻な被害を被った。これ

を受け、公的債務の水準は今後、維持が困難な水準に達する恐れがある。 

・ベネズエラ経済の悪化から、ペトロカリベの支援が贈与から返済すべき債務へと変更された。

これにともなって、ドミニカ国の債務状況はさらに悪化する見込みである。同国政府は、債務

救済措置を受けるにあたり、IMF 指導のもと、本格的な構造改革を進めると見られている。 
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みである。 

 

(2)債務負担が増大 

ドミニカ国の最大の懸念点は公的債務の拡大である。ハリケーンの被害もあり、2015 年の公的債務は

GDP比 85.5%となり、2016年は同 88%に達すると予想されている（公的債務のうちの約 70%は対外債務）。

IMF の債務持続性分析（DSA: Debt Sustainability Analysis）によれば、同国の 2030 年までの公的債

務の水準は GDP 比 130%となる見通しで、高リスク（high risk of distress）と評価されている。 

さらに、債務状況を悪化させている要因として、ベネズエラのペトロカリベ（エネルギー協力機構）による

支援形態の変更がある。同国は 2005 年のペトロカリベ設立当時からのメンバー国で、ベネズエラからの安

価な石油（原油及び石油製品）と低金利融資を受けてきた。しかし、ベネズエラ経済の悪化により、贈与

支援については、返済すべき債務へと取り扱いが変わった。これにより、同国の債務は対 GDP 比で 8%程

度が積み増されることとなった。 

このような状況を打開するため、ドミニカ国政府は財政再建戦略の一環として、主要債権国である仏、

英国、中国に対して債務再編を正式に要請している。今後、具体的にはパリクラブで交渉が行われるこ

とになるが、それが行われる前に財政運営に関して、IMF の指導による本格的な構造改善（税制改革、

徴税管理の強化、歳出の優先順位の精査、貯蓄基金の創設等）に取り組むことが求められている。 

 

 

３．バルバドス（G ⇒H へ格下げ）  

二大産業の低迷と公的債務の拡大 

 

＜ポイント＞ 

・バルバドス経済と政府歳入は、観光業とオフショア金融業に大きく依存している。観光業は、ここ数 

年頭打ちになっている。国際競争が激しく、今後、同国経済の牽引力となるのは難しいとされる。

他方のオフショア金融業も、カナダ、英、米企業の撤退により縮小傾向にある。 

・二大産業の不振から、慢性的な財政収支赤字が生じ、公的債務は拡大傾向にある。債務を維 

持可能な水準にするために、同国政府は財政再建に力を入れる必要がある。 

 

(1)政府歳入は二大産業に大きく依存 

バルバドスはカリブ海に位置する島国で、同国経済は観光業とオフショア金融業に大きく依存

している。観光業は同国の GDP の約 4 割を構成 10しており、クルーズ船の寄港地であるなど、高

級志向なサービスが特徴である。また、オフショア金融業は同国の GDP の 25％以上を占め、世

界第 10 位の規模である 11。この二産業を合わせると、GDP の 60％以上を占め、両産業の好不

                                              
10 2013 年 10 月 Tourismexecutive.com。 

11 2016 年 4 月 Moody’s Annual Credit Analysis。以下同様。 
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況により、政府歳入は大きく左右される構造を有している。 

 

(2)観光およびオフショア金融セクターの現状 

2007-2008 年以降、二大産業の低迷が続いている。観光業については 2008 年のリーマンショ

ック以降、観光客の 6 割を占める英米からの来訪者が伸び悩んでいる。さらに、燃料の高騰にと

もなった航空運賃の値上げ、バルバドスへの便数削減などが追い打ちをかけた 12。Moody’s は、

同国の観光業について、高級志向の観光サービスは国際競争が激しいことから、生き残りは厳し

いと指摘している。 

他方、オフショア金融業も 2007 年をピークに規模が縮小傾向にある。その背景として、同セク

ターの約8割を占めるカナダ企業が、2007年のカナダの法改正により、相次いで撤退したためであ

る。バルバドスとカナダは租税条約 13を締結していることから、カナダ企業にとってバルバドスは税制

優遇を受けることができる主要な事業展開先であった。例えば、カナダの法人所得税法では、バ

ルバドス在籍のカナダの子会社から本国に送金された配当金は、同税の課税対象外となってい

る。しかし、2007年、カナダ政府は租税情報交換条約（TIEA）14国に所在するカナダ子会社に対

しても、租税条約締結国と同じように、税制優遇措置を受けられることを決め、バミューダ、バハマ、

ケイマン諸島などタックスヘイブン（租税回避地）と TIEA を締結した。その結果、バルバドスよりも

低い税率のタックスヘイブンへとカナダ企業が進出した。さらに、近年の租税回避に対する規制強

化も影響し、英米企業の撤退が相次いだ。  

 

(3)政府歳入の落ち込みから、公的債務が拡大 

このように、二大産業の不振が続いたことから、政府歳入が思うように伸びず、2013 年には同

国の財政収支赤字は対GDP比 11％となった。また、公的債務は 2014年に対GDP 比 98％と

なり、2012 年と比べて 10％ポイント以上の増加となった。拡大傾向は今後も続き、2016 年は同

106％、2021 年には同 114％の見通しとなっている 15。IMF によると、その要因は、バルバドス・ド

ルが米ドルにペッグしていることから、米国の FF 金利の上昇にともなって、政府の金利支払が拡

大する見込みであることなどによる。かかる状況下、S&P は 2014 年 12 月、BB-から B に 2 ノッチ

格下げを行い、見通しも Negative とした。Moody's もまた、2016 年 4 月に B3 から Caa1 に格下

げを行った（見通しは Stable)。 

公的債務の拡大とともに、同国の外貨準備高も減少傾向にある 16。2012年の保有額は 7億

                                              
12 バルバドス観光マーケティング（Barbados Tourism Marketing, Inc.: BTMI）。 

13 二重課税や脱税を防止するために締結される条約。 

14 租税に関して情報交換を行うことを目的とした条約。 

15 2016 年 8 月 IMF4 条協議。以下同じ。 

16 恒常的な経常収支赤字の発生、対内直接投資の縮小、対外債務の返済による（IMF）。 
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3100 万ドル 17（輸入の 4 か月分）であったが、その額は 2016 年に 4 億 6900 万ドル（輸入の 2.9

か月分）、2021 年に 4 億 5000 億ドル（輸入の 2.2 か月分）まで減少する見通しである（IMF）。

IMFは、外貨準備高の長期目標額は、輸入の 4.5か月分まで回復させることであると指摘してい

るが、そのためには、政府歳出の削減が必須である。しかし、Moody’s によると、政府歳出のうち

約 30％が公的債務の利子支払に充てられており、歳出削減の余地は決して大きくない。2015

年 6 月以降、同国政府は数々の税制改革、公務員の定員削減等を実施して税収対策を行っ

てきた。引き続き、財政再建を行えるかどうか、注意してみていきたい。 

 

（2016 年 10 月 5 日記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
17 米ドル。以下同じ。 
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NEXIニュース 

キューバ共和国（*注１）に対する債務救済措置について 

１．債務救済措置署名について 

 

 ２０１６年９月１９日（現地時間），キューバの首都ハバナにおいて，我が方渡邉優駐キューバ大使と先

方リカルド・カブリサス閣僚評議会副議長兼経済企画大臣（Mr. Ricardo Cabrisas, Vice President of 

the Council of Ministers and Minister for Economy and Planning）との間で，我が国政府が保険を引

き受けたキューバ政府の商業上の債務（非ＯＤＡ）の繰延べ等，債務救済措置のための書簡の交換が

行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．債務救済措置の概要 

 

今回の債務救済措置は，キューバの国際社会への復帰を後押しするため， 昨年１２月１２日に主要債

権国会合であるパリクラブ（*注２）において到達した結論に基づき詳細を具体化したものであり，概要は

以下のとおりです。  

合意文書に署名し，握手をする渡辺優大使

（中央左）とカブリサス副議長 （ＮＥＸＩ撮影） 

署名後に，カブリサス副議長（中央右）と日本

側関係者による記念撮影 

（ＮＥＸＩ撮影） 



 

 

11 e-NEXI （2016 年 10 月号） 

11 

 

（１） 繰り延べられる延滞債務  

キューバ政府は，延滞債務（元本及び約定金利）約６１５億円のうち， 約３６２億円を２０１６

年から２０３３年の１８年間で，独立行政法人日本貿易保険（ＮＥＸＩ）に支払う（日本政府が保

険を引き受けたキューバ政府の商業上の債務は，２００１年４月の独立行政法人日本貿易保

険（ＮＥＸＩ）設立時に，ＮＥＸＩが代位取得している）。 

 

（２） 基金に積み立てられる延滞債務 

①  キューバ政府は，延滞債務約６１５億円のうち，約２５３億円については，キューバ国立銀

行内に「基金」を開設し，２０１６年から２０２０ 年の５年間で積み立てる（基金に積み立て

られた額は，両国間で合意するキューバ国内の開発プロジェクト等に支出され，基金を利用

した者は，基金からの支出額に相当する額をＮＥＸＩに支払う。） 

②  基金に積み立てられた金額が２０３３年１０月３１日までに全額支出されない場合，キュー

バ政府は基金の残額を２０３４年から７年間でＮＥＸＩに支払う。 

（３） 免除される遅延利子 

過去約３０年間の遅延利子に相当する約１,１９７億円については，繰延べ債務の支払等を条

件に，２０１６年から２０３３年の１８年間で段階的に免除する。 

 

３．日・キューバ首脳会談の関係強化のための諸施策 

 

今回の「対キューバ債務救済措置に関する文書への署名」並びに「ＮＥＸＩによる対キューバ海外投資保

険の引受を一部再開し、日本企業の投資拡大を後押し」については、９月にキューバ訪問した安倍総

理大臣とラウル・カストロ国家評議会議長との日・キューバ首脳会談の関係強化のための諸施策（ファク

トシート）に言及されました。 

 

（*注１） 

 キューバは，面積約１１万平方キロメートル（本州の約半分），人口１，１３８ 万人（２０１４年，世界銀

行），一人当たり国民総生産（ＧＤＰ）は６，９２０ 米ドル（２０１４年，国連ラテンアメリカ・カリブ経済委

員会）。 

 

（*注２） 

昨年１２月のパリクラブ会合に参加した債権国は，オーストラリア，オースト リア，ベルギー，カナダ，デンマ

ーク，フィンランド，フランス，イタリア， 日本，オランダ，スペイン，スウェーデン，スイス及び英国の１４か国。 

以上 
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【コーポレートガバナンス部の新設について】 

 

１．はじめに 

日本貿易保険（NEXI）は 2017年 4月、改正貿易保険法の施行に伴い、現在の独立行政法人か

ら株式会社への法人格の変更を予定しております。新組織では、会社法の下、取締役会による慎

重かつ迅速な意思決定と監査役によるチェック機能の強化が期待されます。一方、貿易保険のご

提供を通じて皆様の海外展開を強力にサポートし我が国の経済成長に貢献するという政策機関

としての NEXIの使命に変わりはありません。 

 

2016年 10月、NEXIは株式会社化を見据え、コーポレートガバナンス部の新設等を含む組織改

編を行いました。本稿では、新設されたコーポレートガバナンス部についてご紹介します。 

※組織改編の概要につきましては、「組織改編について」をご覧ください。 

 

２．コーポレートガバナンス部について 

「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26年 6月 24 日閣議決定）には、「コーポレートガバナンス

は、企業が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅

速・果敢な意思決定を行うための仕組みである」とあります。また、「G20/OECDコーポレートガ

バナンス原則」によれば、その「目的は、長期的な投資、金融の安定及びビジネスの秩序を促進

するために必要な、信頼性、透明性及び説明責任に係る環境を構築することを手助けし、それに

よって、より力強い成長とより包摂的な社会をサポートすることである。本原則は、（中略）国

レベルでの実施のための実践的なガイドラインを提供している」とされます。 

 

NEXIが株式会社へと移行した後には、会社法に基づくコーポレートガバナンスが適用される

ことになります。コーポレートガバナンスの観点からは、経営に関する意思決定を行う取締役会

は、株主ひいては広くステークホルダーの利益を保護する責務を負うこととなります。基本的な

ビジネス上のリスクの所在を理解し、有効かつ整合的なリスク管理プログラムを構築しているこ

とを確認することが求められます。また、適切な内部及び外部へのディスクロージャーを通じて、

ステークホルダーに対して保有するリスクの状況を明らかにする必要があります。 

 

株式会社としてのリスクアペタイトを取締役会の承認のもと設定し、リスク管理の在り方を定

め適切にモニタリングし、日々の業務上の意思決定に活用することを指向します。株式会社 NEXI

の経営情報を定められた財務諸表の形にまとめて、分かりやすくステークホルダーに開示する役

割も期待されます。また、会社が意思決定したこと、実行すべきことを実際に実施しているかを

http://nexi.go.jp/topics/general/2016083101.html
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独立に検証し、結果を取締役会に報告するために監査機能を置きます。その範囲は財務報告の正

確性にとどまらず、規制、法令、コンプライアンス、リスク管理等の統制が正常に機能している

か、並びに役職員が関連するルールを遵守しているかにまで及びます。 

 

金融業務を営む企業にあっては、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル

リスク等種々のリスクを抱えることになります。NEXIにおいては、大きくは保険引受リスク及

び資金運用リスクに焦点が当たることとなります。前者は NEXIのビジネスリスクそのものであ

り、定性・定量両面で把握し評価を行い、適時適切にモニタリングを行う必要があります。他方、

資金運用については、お客様に滞りなく保険金支払いを行うための基盤でありますが、金利・為

替を含む市場リスク及び流動性リスクに晒されることから、的確なリスクトレランスやリミット

を設定し管理することが重要です。また、株式会社に移行した後に外貨建て保険の販売を検討す

ることにしていますが、外貨で入金する保険料と外貨建ての保険金支払いをどのように最適バラ

ンスさせるかについて慎重な検討が必要になります。 

 

コーポレートガバナンス部の下には、リスク管理グループ、監査グループ及び経理グループの

3 グループを配することとしました。リスク管理グループにおいては統合リスク管理、資金運用

及び出再等に関する業務、監査グループにおいては法人の内部監査、内部統制及び組織内コンプ

ライアンスの推進等に関する業務、そして経理グループにおいては会計及び決算関連等の業務を

行います。 

 

引き続きお客様の海外展開を強力にサポートしわが国の経済成長に貢献するため、NEXIの存

立基盤を確固たるものにすべく、株式会社の名に恥じない、透明かつ統制のとれた組織を目指し

てまいります。 
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＜ご参考＞新体制の組織図＞ 

 

 

 


	NEXIニュース

